
  

Ⅸ 琵琶湖流域下水道ストックマネジメント計画 

１．目的と経緯 

琵琶湖流域下水道において、これまで整備してきた膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、 

長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理し、また施設全体の 

ライフサイクルコストの低減をはかるため、ストックマネジメント計画を策定した。 

・平成 30年 7月  琵琶湖流域下水道ストックマネジメント計画を国に提出 

・平成 30年 11月 ストックマネジメント計画を反映した下水道事業計画を国に提出 

・令和元年 7月  第 1回変更計画を国に提出 

 

２．琵琶湖流域下水道の概要 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．琵琶湖流域下水道の現況と課題 

琵琶湖流域下水道は昭和 57 年より湖南中部で供用を開始し、すでに 30年以上経過した設備もあ

り、施設全体の老朽化が進行している。老朽化した設備を、順次改築更新する必要がある。 

処理場 ポンプ場 計
湖南中部
湖西
東北部
高島

合計

処理区名 供用開始年度 管路延長（ｍ） 設備数

平成 30年度末現在 

図 1.耐用年数を超過する管路･設備の割合 

表 1.各処理区の管路延長および設備数 

処理場・ポンプ場設備 管路施設 

図 3.東北部浄化センター 焼却炉(耐火煉瓦クラック) 図 2.湖南中部浄化センター №1汚泥掻寄機(腐食) 

平成 30年度末現在 

琵琶湖流域下水道全体 湖南中部処理区 
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４．改築更新の優先順位の設定
　・	管路施設:	カメラ調査等により確認された劣化状況と、管径や管種、埋設されている道路等により
重要度を評価

　・	処理場・ポンプ場:施設の損傷・劣化に起因する事故・故障と、機能・能力・コスト面での被害規
模を評価

５．点検・調査計画
　・	管路施設は腐食環境下と一般環境下に分類し点検・調査を実施する。
　　	→特に、点検は腐食環境下にある管路施設は5年に一度実施し、詳細調査(カメラ調査)は管路全体
で10年に1度実施。

　・処理場・ポンプ場の設備は、改築の優先順位の高い設備から順に点検調査を実施。

６．今後の取組
　点検調査結果に基づく改築更新や、水量の伸びに応じた施設の増設を適切に判断し、処理機能の健
全性を保つ。各種データの蓄積・分析・評価を行い、施設の健全性確保と、さらなる事業の効率化・
コスト縮減を図っていく。
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湖南中部管理建屋 壁耐震補強 

（①人命の確保） 
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図 4.管路施設のリスクマトリクス 図 5.処理場･ポンプ場施設のリスクマトリクス 
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